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理事、監事、評議員並びに顧問の報酬及び費用等に関する規程 
 
（目 的） 

第１条 この規程は、公益財団法人双葉電子記念財団（以下「本財団」という）の定款第 19 条及び第
37 条並びに第 39 条４項の規定に基づき、理事、監事、評議員並びに顧問の報酬及び費用等
に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並
びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規定に準拠した妥当な額を支給
するものとする。 

 
（定義等） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
(１)  役員とは理事及び監事をいう。 
(２)  常勤役員とは、評議員会で選任された役員のうち、本財団を主たる勤務場所とする者で、

週に 3 日以上勤務し、日常業務を執行する理事をいう。（定款第 32条４項） 
(３)  非常勤役員とは、前第２号に規定する常勤役員以外の者をいう。 
(４)  評議員とは、定款第 15 条に基づき置かれる者をいう。 
(５)  顧問とは、定款第 39 条に基づき置かれる者をいう。 
(６)  報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第 13 号に定

める報酬、賞与その他、職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当及び退
任慰労金であって、その名称の如何を問わない。費用等とは明確に区分されるものとす
る。 

(７)  費用等とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費（宿泊費を含む）及び
手数料等の経費とし、報酬とは明確に区分されるものとする。 

 

（報酬の支給） 

第３条 本財団は、常勤役員、非常勤役員及び評議員の職務執行の対価として報酬を支給することが
できる。 

２ 常勤役員の報酬は年俸とし、非常勤役員については理事会出席等、必要の都度、定額を支給
することができる。 

３ 辞任又は死亡により退職した常勤役員には、退職手当金を支給することができる。 
４ 評議員には定款第 19 条に定める金額の範囲内で、報酬等を支給することができる。 
５ 常勤役員が事務職員を兼任するときは、事務職員としての給与及び手当に加え、役員報酬を

支給することができる。 
 
（報酬等の額の決定） 

第４条 本財団の役員及び評議員の報酬は、評議員会の決議において定められた理事、監事及び評議
員に対する報酬等の支給に関する基準に従うものとする。 

２ 常勤役員の報酬は勤務形態その他を勘案し、理事長が理事会の承認を得て、定めるものとす
る。ただし、年俸総額は毎事業年度 1,000万円以内とし、定められた年俸報酬額の 12分の１
の額を月額報酬として毎月支給するものとする。また、当該年俸報酬額を超えず、かつ、過
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去の理事会で承認された報酬額をも超えない限りにおいては、代表理事の報酬を除き理事長
がその増減を定めることができる。 

３ 代表理事以外の非常勤役員には、別表１に定める非常勤役員及び評議員の報酬に基づき支払
うものとする。 

４ 評議員には、別表１に定める非常勤役員及び評議員の報酬に基づき支払うものとする。 
５ 辞任により退職した常勤役員には、別表２の常勤役員の退職手当金に基づき退職手当金を支

払うものとする。 
６ 非常勤役員及び評議員には別表３の非常勤役員及び評議員の退任慰労金に基づき退任慰労金

を支払うものとする。 
７ 当財団は、代表理事に対し、その職務の対価として、評議員会の承認を経て、理事長は月額

25 万円を限度、副理事長は月額 20 万円を限度に支払うことができるものとする。(別表１) 
８ 前第５項及び第６項における死亡による退職及び退任の場合には法定相続人に支払うものと

する。 
 
（報酬の支給日及び支給方法） 

第５条 常勤役員および評議員会で承認のあった代表理事の月額報酬は、毎月定まった日に支払うも
のとする。 

２ 月額報酬は、通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口
座に振り込むことができる。 

３ 月額報酬は、法令等の定めるところにより控除すべき金額を控除して支払うものとする。 
４ 非常勤役員には、理事会等出席の都度、支払うものとする。 
５ 評議員には、評議員会等出席の都度、支払うものとする。 

 
（通勤費） 

第６条 常勤役員には、その通勤の実態に応じ、通勤費を支払うものとする。 
 
（費 用） 

第７条 本財団は、役員及び評議員並びに顧問がその職務遂行に当たって要した費用については、請
求のあった日から遅滞なく支払うものとし、前払いを要するものについては前もって支払う
ものとする。 

 
（辞 退） 

第８条 報酬等の支給対象者から、報酬等の一部または全部の受け取りを辞退するとの申し出があっ
た場合、財団は辞退された報酬等を支給しないものとする。 

 
（公 表） 

第９条 本財団は、この規程をもって公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 20 条第
１項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。 

 

（改 廃） 

第10条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。 
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（補 則） 

第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。 
 

第12条 別表１及び別表３の報酬等は法令等の定めるところにより控除すべき金額を控除後の金額と
する。 

 
附 則 

１ この規程は、公益財団法人双葉電子記念財団設立の登記の日（平成 24 年８月１日）から施行
する。 

２ 別表１の改定は平成 28 年４月１日から施行する。 
３ 別表１及び別表３の金額を改定し、平成 28年 11月１日から実施する。 
４ 第３条第５項、第４条第７項及び第 8 項の改定は平成 30 年７月１日から実施する。 
５ 第２条（２）、第４条２項、同７項、第５条１項および別表１の改定は令和４年６月８日か

ら実施する。 
６ 第 4 条第 7 項および別表１の改定は、令和 7 年 6月 19 日から実施する。 
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役員及び評議員の報酬の支給に関する基準 
 

別 表 1 
常勤／非常勤 職位 条件等 報酬額 

常勤 
役員（理事及び監
事） 

年俸総額は毎事業年度 1,000 万円以内（第４条２項） 

非常勤 

評議員 評議員会出席の都度 一人一律 50,000 円 

代表理事 
（第４条７項） 

理事長 月額 250,000円以内 

副理事長 月額 200,000円以内 

役員 
（理事及び監事） 

理事会出席の都度     一人一律 50,000 円 

代表理事の指示による会議は出席の都度  一人一律 30,000 円 

監事の監査に係る報
酬 

一事業年度につき 一人一律 50,000 円 

月給支給の対象者への、都度の会議出席の報酬は無しとする 

常勤 
顧問 

事務局員兼務 
（ただし顧問報酬なし） 

月額 400,000円以内 

非常勤 事務局員兼務無し 月額 100,000円以内 
月給支給の対象者への、都度の会議出席の報酬は無しとする 

 

 
別 表２                別 表３ 
 
 

  

常勤役員の退職手当金 

在任期間 退職手当金 

１年以上５年未満 給与の一か月分 

５年以上 10 年未満 給与の二か月分 

10 年以上 15 年未満 給与の三か月分 

15 年以上 20 年未満 給与の四か月分 

20 年以上 給与の五か月分 

 
 

非常勤役員及び評議員の退任慰労金 

在任期間 退任慰労金 

２年未満 100,000 円 

２年以上６年未満 200,000 円 

６年以上 11 年未満 300,000 円 

11 年以上 20 年未満 500,000 円 

20 年以上 1,000,000 円 

 


	公益財団法人双葉電子記念財団
	定　　款
	第１条 この法人は、公益財団法人双葉電子記念財団（以下「本財団」という）と称する。
	第２条 本財団は、主たる事務所を千葉県茂原市に置く。
	第３条 本財団は、自然科学・技術に関する学術及び産業社会における基盤技術（以下「自然科学・技術等」という。）の研究開発を奨励することにより、自然科学・技術等の発展と産業の振興に寄与することを目的とする。
	第４条 本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
	第５条 本財団の財産は、基本財産及びその他の財産の２種類とする。
	第６条 基本財産について、本財団は適正な維持・管理に努めるものとする。
	第７条 本財団が保有する株式について、その株式に係わる議決権を行使する場合には、あらかじめ 理事会において理事総数の３分の２以上の承認を要する。
	第８条 本財団の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める財産管理・運用規程によるものとする。
	第９条 本財団の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月31日に終わる。

	財産管理・運用規程
	第１条 この規程は、公益財団法人双葉電子記念財団（以下、「本財団」という。）定款第８条の規定に基づき、財産の保全及び管理・運用に関する事項を定めるものとする。
	第２条 この規程が適用される財産は、次の財産とする。
	第３条 基本財産については、公益財団法人双葉電子記念財団定款第６条に従う。
	第４条 その他の財産のうち第２条第３項第１号は、当財団の運用資金として使用する。
	第５条 財産の管理者は理事長とし、この規程に基づき保全及び管理・運用を行い、事業年度毎に、その管理状況及び運用結果を理事会に報告するものとする。
	第６条 本財団の財産運用について、理事長は善良なる管理者として、注意義務を払うとともに定款及び法令に従い、この法人のために忠実に職務を執行しなければならない。
	第７条 この規程が適用される財産の区分及び運用は下記各号の方針により行うものとする。
	第８条 基本財産の内、株式以外の金銭は、預金又は債券の購入を主とし、次のとおりとする。
	第９条 第３条に規定する管理者は、半年に一回、次の点について運用実績のモニターを行うものとする。

	理事、監事、評議員並びに顧問の報酬及び費用等に関する規程
	第１条 この規程は、公益財団法人双葉電子記念財団（以下「本財団」という）の定款第19条及び第37条並びに第39条４項の規定に基づき、理事、監事、評議員並びに顧問の報酬及び費用等に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規定に準拠した妥当な額を支給するものとする。
	第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
	第３条 本財団は、常勤役員、非常勤役員及び評議員の職務執行の対価として報酬を支給することができる。
	第４条 本財団の役員及び評議員の報酬は、評議員会の決議において定められた理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給に関する基準に従うものとする。
	第５条 常勤役員および評議員会で承認のあった代表理事の月額報酬は、毎月定まった日に支払うものとする。
	第６条 常勤役員には、その通勤の実態に応じ、通勤費を支払うものとする。
	第７条 本財団は、役員及び評議員並びに顧問がその職務遂行に当たって要した費用については、請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、前払いを要するものについては前もって支払うものとする。
	第８条 報酬等の支給対象者から、報酬等の一部または全部の受け取りを辞退するとの申し出があった場合、財団は辞退された報酬等を支給しないものとする。
	第９条 本財団は、この規程をもって公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第１項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

	役員及び評議員の報酬の支給に関する基準
	別 表1
	理事の職務権限規程
	第１条 この規程は、公益財団法人双葉電子記念財団（以下、「本財団」という。）の定款第33条第５項の規定に基づき、この法人の理事の職務権限を定め、公益法人としての業務の適法かつ効率的な執行を図ることを目的とする。
	第２条 理事は、法令、定款及びこの法人が定める各規程等を遵守し、誠実に職務の遂行に努め、定款に定めるこの法人の目的の遂行に寄与しなければならない。
	第３条 理事長並びに副理事長及び常務理事は理事会において選任する。
	第４条 理事長の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。
	第５条 副理事長の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。
	第６条 常務理事の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。
	第７条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、理事会の決議により別に定めることができる。
	第８条 この規程の改正は、理事会において出席理事の過半数の議決により行う。
	理事の職務権限

	情報公開規程
	第１条 この規程は、公益財団法人双葉電子記念財団（以下、「本財団」という）定款第57条第２項に基づき、その活動状況、運営内容及び財務資料等を公開するために必要な事項を定めることにより、本財団の公正で開かれた活動を推進することを目的とする。
	第２条 本財団は、この規程の解釈及び運用に当たっては、原則として、一般に情報公開することの趣旨を尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されないよう最大限の配慮をしなければならない。
	第３条 第７条に規定する情報公開の対象資料を閲覧又は謄写した者は、これによって得た情報を、この規程の目的に即して適正に使用するとともに、個人に関する権利を侵害することのないように努めなければならない。
	第４条 本財団は、情報公開の対象に応じ、公告、公表、資料の事務所備え置き並びにインターネットの方法により行うものとする。
	第５条 本財団は、法令並びに定款の規定に従い、貸借対照表並びに損益計算書について公告を行うものとする。
	第６条 本財団は、理事、監事、評議員並びに顧問の報酬及び費用等に関する規程（以下、「役員等の報酬及び費用等に関する規程」という。）に定める支給の基準について公表する。これを変更したときも、同様とする。
	第７条 本財団は、法令の規定に従い、資料の事務所備え置きを行い、正当な理由を有する者に対し、その閲覧ないしはその一部を謄写させるものとする。
	第８条 前条の事務所備え置きの対象とする資料は別表１に掲げる資料とし、次条に規定する閲覧場所に常時据え置くものとする。
	第９条 本財団の事務所備え置き資料の閲覧場所は、この法人の主たる事務所とする。
	別表１
	様式１
	様式２
	閲　覧　受　付　簿

	個人情報保護規程
	第１条 この規程は、公益財団法人双葉電子記念財団（以下「本財団」という）定款第58条第２項の規定に基づき、個人情報の保護に関する必要な事項（以下「個人情報」という）を定めることを目的とする。
	第２条 この規程において使用する用語については、次のとおりとする。
	第３条 この規程は、全ての役職員等に適用する。また、退職後においても在任中又は在職中に知り得た個人情報については、この規程に従うものとする。
	（個人情報管理責任者）
	第４条 本財団における個人情報管理責任者（以下「管理責任者」という）は、理事長とする。
	第５条 個人情報の取得は、適法かつ公正な方法によって行い、偽りその他不正な手段によって取得してはならない。
	第６条 本財団は、法令で定める場合を除き、個人情報を第三者に提供してはならない。ただし、事業遂行上必要がある場合は、管理責任者の承諾を得た上で、その一部又は全部を提供することができる。
	第７条 管理責任者は、個人情報の安全管理のため、不正アクセス、漏洩、毀損、改ざん防止等に努めるものとする。
	第８条 保有する必要がなくなった個人情報については、直ちに当該個人情報を消去・破棄しなければならない。
	第９条 本財団が保有している個人情報について、本人から自己の情報についての利用又は第三者への提供を拒まれた場合は、これに応じるものとする。ただし、次に掲げる理由に該当する場合は、この限りでない。
	個人情報消去・廃棄記録簿

	事務局規程
	第１条 この規程は、公益財団法人双葉電子記念財団（以下「本財団」という）定款第61条第４項の規定に基づき、事務局の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
	第２条 事務局には事務局長を置く他、所要の職員を置く。
	第３条 事務局長は、理事長もしくは常務理事の命を受け事務を処理する。
	第４条 事務局においては理事長もしくは常務理事の指示に基づき、次の事務を行う。
	第５条 この規程の改正は、理事会において出席理事の過半数の議決をもって行う。

	選考委員会規程
	第１条 この規程は、公益財団法人双葉電子記念財団（以下、「本財団」という。）定款第56条第２項の規定に基づき設置される選考委員会（以下、「委員会」という。）の構成及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
	第２条 委員会は、定款第４条第１項第１号及び第２号および第４号に掲げる事業の助成対象者の審査及び評価並びに選考に関する事項について審議する。
	第３条 委員会の委員（以下、「選考委員」という。）は、この法人の理事、評議員（以下、「役員等」という。）及び学識経験者のうちから、理事会において選任し、理事長が委嘱する。
	第４条 委員会の委員定数は７名以上20名以内とする。
	第５条 選考委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、任期の満了前に退任した選考委員の補欠として選任された選考委員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
	第６条 委員会には選考委員長（以下、「委員長」という。）１名及び必要に応じ選考副委員長（以下,「副委員長」という。）を若干名おくことができる。
	第７条 委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。
	第８条 各事業における顕彰もしくは助成対象者の選考については、他の規程に特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
	第９条 選考委員には、別表に基づく審査報酬を支払うことができる。選考委員長、副選考委員長には、別表以外に、各年額50万円、30万円を助成先決定後遅滞なく支給することができる。
	別　表

	選考分科会規程
	第１条 この規程は、公益財団法人双葉電子記念財団(以下「本財団」という）の選考委員会規程第12条の規定に基づき設置される選考分科会（以下、「分科会」という）の運営に関し、必要な特定事項を定め、選考委員会の補佐を行うものとする。
	第２条 分科会は、定款第４条第１項第１号、第２号及び第４号に掲げる事業の助成対象者の審査及び評価並びに選考に関する事項の中で、特定事項について審議・選考する。
	第３条 分科会の委員（以下、「分科会委員」という）は、選考委員または学識経験者から選考委員長が委嘱する。
	第４条 分科会は必要に応じて複数設置することが出来、各分科会の委員定数は７名以内とする。
	第５条 分科会委員の任期は１年とし、再任を妨げない。
	第６条 分科会には分科会委員長を１名おくことができる。
	第７条 分科会は、必要に応じ、分科会委員長が招集する。
	第８条 助成対象者の選考は、分科会において別に定める選考基準に基づいて行う。
	第９条 選考委員への報酬は選考委員会規程に従って審査報酬を支払うことができる。選考委員以外の分科会委員への報酬は別途定める。

	顕彰事業選考規程
	第１条 この規程は、公益財団法人双葉電子記念財団（以下「本財団」という）の顕彰事業における「選考」を行う場合の必要特定事項を定めるものである。
	第２条 「衞藤細矢記念賞」とする。
	第３条 日本国の自然科学・技術の発展または産業振興において、研究、教育、技術などの面で顕著な功績のあった人または団体を対象とする。
	第４条 副賞として、100万円を贈呈する（年２件以内）。
	第５条 一般公募とする。
	第６条 別途推薦書に必要事項を記入し、署名・捺印の上、本財団事務局に送付頂く。
	第７条 各年度顕彰事業申請書締切日とする。
	第８条 候補者の中から、本財団「顕彰事業選考委員会」が受賞候補者を内定し、本財団理事会に諮り決定する。
	第９条 顕彰事業選考委員会は、本財団選考委員長が招集する。

	青少年創造性開発育成事業選考規程
	第１条 この規程は、公益財団法人双葉電子記念財団（以下「本財団」という）の定款第４条第１項第３号に掲げる青少年創造性開発育成事業における「選考」を行う場合の必要事項を定めるものである。
	第２条 日本国内において、自ら創造的に思考する青少年を育成する先導的教育を企画・実践する学校、団体等の活動プログラムを対象とする。
	第３条 選考は、理事長が設置した、青少年創造性開発育成事業選考委員会で行う（以下「委員会」という）。
	第４条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
	第５条 助成候補は「青少年創造性開発育成事業選考要領」に基づいて、公平かつ厳正に審査・決定される。
	第６条 委員には、選考委員会規程に基づく審査報酬を支払うことができる。選考協力にあたる財団外部の学識経験者への報酬は別途定める。
	第７条 委員長は、選考結果を直近の理事会に文書又は口頭をもって報告しなければならない。
	第８条 委員は、申請者から開示された資料、情報等で知り得た秘密情報を保持し、公表または漏洩してはならない。
	第９条 委員は、申請者から開示された秘密情報を「選考」のためにのみ使用し、その他の目的には一切使用してはならない。

	慶弔及び傷病等見舞金規程
	第１条 この規程は、公益財団法人双葉電子記念財団（以下「本財団」という）の職員及びその家族の慶弔及び傷病並びに災害（以下「慶弔及び傷病等」という）に際し、支給する慶弔及び傷病等見舞金に関する事項について定める。
	第２条 職員が結婚したときは、次の基準に従い結婚祝い金を支給する。
	第３条 第２条に規定する祝い金を受けようとするときは、本人から婚姻に関する証明書の提出を受けるものとする。
	第４条 職員またはその配偶者が出産したときは、その都度次の出産祝い金を支給する。
	第５条 第４条に規定する祝い金を支給するときは、出産を証明する書類の提出を受けるものとする。
	第６条 妊娠7ヶ月以上の死産または出生後１週間以内に新生児が死亡したときは、第10条に定める弔慰金を支給する。
	第７条 職員が傷病のため引き続き15日以上欠勤したとき、傷病見舞金を支給する。
	第８条 第７条の見舞金を受けようとするときは、医師の診断書を提出するものとする。
	第９条 職員の居住する住宅等が、火災及び損壊（天災地変を含む）等の災害を受けた場合は、災害見舞金を支給する。

	慶弔・傷病及び災害等見舞金並びに弔意金に関する内規
	役・職員等国内出張旅費規程
	第１条 この規程は、公益財団法人双葉電子記念財団（以下「本財団」という）の役・職員等が業務により出張する場合の出張旅費等について定める。
	第２条 この規程に定める役・職員等の定義は次のとおりとする。
	第３条 出張に当たっては、次に定める旅費を支給する。
	第４条 役員等の出張命令は理事長が行うものとする。ただし、理事長が不在の時、又は近地出張の場合は常務理事が行うことができる。
	第５条 旅費はすべて順路によって支給する。ただし、天災その他特別の事情により、やむを得ないときは実際の経路により支給する。
	第６条 役・職員等が外部機関の委託を受けて出張する場合は、委託者が負担する出張旅費等は役・職員等の旅費等とし、本財団からは出張旅費等は支給しない。
	第７条 交通費は、別表１の区分に基づき支給する。
	第８条 タクシーの利用は、緊急または接客等やむを得ない場合で命令者が認めた場合に限り支給する。ただし、精算書に領収書を添付しなければならない。
	第９条 命令者が必要と認めた場合には、自動車による出張を命令することができる。なお、自動車を用いたときは、この区間の交通費は支給しない。
	別表１　交通費
	別表２　宿泊費及び日当

	助成事業に関する候補者、受領者の交通費支給内規
	本規程は、公益財団法人双葉電子記念財団が実施する４事業（奨学金給付・自然科学研究助成・青少年創造性開発育成・顕彰）に関する候補者及び受領者が、選考又は成果発表などの財団活動に出席する場合における旅費支給について定めたものである。なお、当財団を取り巻く社会的、経済的変化が生じた場合は、本交通費の支給内容については見直しを行うことがある。

	就 業 規 則
	第１条 この規則は、公益財団法人双葉電子記念財団（以下「本財団」という）の秩序を維持し業務の円滑な運営を期するため、職員の就業に関する労働条件と服務規律を定めるものとする。
	第２条 職員とは、本財団と雇用契約を締結した者（臨時雇用、パートタイマー及び嘱託を含む）をいう。
	第３条 職員は、採用試験に合格し、所定の手続きを経た者を採用する。
	第４条 新たに採用した職員については、採用の日から３ヶ月以内の試用期間を設ける。
	第５条 所定労働時間は、毎年４月１日を起算日とする。
	第６条 業務上必要がある場合は、前条の規定にかかわらず、労働時間外に勤務をさせることがある。
	第７条 休日は以下のとおりとする。
	第８条 前条の規定にかかわらず、業務上必要がある場合には休日に勤務を命じることがある。
	第９条 休日に勤務させた場合は、本人の請求により、他の勤務日に代休を与える。ただし、この場合は休日勤務の賃金を支払わないものとする。

	年次（特別）休暇取得（申請書）願
	退職手当金規程
	第１条 この規程は、就業規則第26条第２項に基づき、職員の退職手当金について定める。
	第２条 職員とは、就業規則第２条に定める者をいう。
	第３条 退職手当金は、職員が退職した日における月額賃金に基づき、勤続年数に応じ別表のとおりとする。
	第４条 退職手当金は、職員が退職した場合に支給する。ただし、就業規則第21条第１項第１号による退職の場合には、その遺族に支給する
	第５条 職員の退職事由が次の各号に該当する場合には、退職手当金は不支給とする。
	第６条 職員が、次の各号に規定する事由により退職した場合は、別表に定める額から100分の50以内の額を減額して支給するものとする。
	第７条 職員の勤続年数の計算は、採用された日の属する月から退職した日の属する月までの年数とする。ただし、就業規則第24条第１項に該当する期間がある場合には、当該期間の年数は２分の１として計算する。
	第８条 退職手当金は、その額から控除すべき金額を控除し、職員が指定する金融機関の口座に振り込むものする。

	賃 金 規 程
	第１条 この規程は、就業規則第25条に基づき職員の賃金に関する事項について定める。
	第２条 この規程は、就業規則第２条に規定する職員に対し適用する。
	第３条 職員の賃金は、基準内賃金と基準外賃金（通勤手当）、賞与で構成する。
	第４条 賃金は、当月1日から当月末日までの期間を1ヶ月間とし、当月20日（支払日が休日に当たるときは原則としてその前日）に支払うものとする。
	第５条 賃金は、財団が指定する金融機関でかつ職員が指定した口座に振り込むことにより支払うものとする。
	第６条 基準内賃金は、職務内容の高度さと責任の度合いを考慮した職位と、経験および勤務成績に基づいた号数に応じて1ヶ月の所定労働時間に対する賃金をもって月額により定める。
	第７条 職員に欠勤等不就労の時間等があった場合は、その不就労時間、不就労日数を考慮し、賃金を減額して支払う。
	第８条 月の中途において、入社・退社または休職・復職した者の基準内賃金の計算は日割り計算とし、その賃金計算期間の暦日数に対する在籍期間の暦日数を乗じた日数の賃金を支給する。
	第９条 業務上の傷病（通勤災害も含む）により休職する場合は、就業規則第30条第１項及び第２項を適用する。


